
※１ 　速報時に判明している状況であり、調査が進むにつれて内容が変わることがあります。

※２ 　速報時に判明している状況から同種災害を防止するために想定される、再発防止対策や
関連通達・指針です。

想定され
る再発防
止対策
※２

○

○

○

　あらかじめ、作業場所の地形、移動式クレーンの能力、荷の
重量を等を考慮した作業の方法等を定め、関係者に周知させる
こと。

　つり荷の重量を確認し、定格荷重を超える荷重をかけて使用
しないこと。

　アウトリガーは両側とも最大限張り出すこと。

関係資料等

リンク

移動式クレーン構造規格が改正されました
（厚生労働省）

起因物 移動式クレーン 事故の型 激突され

災害発生
状況
※1

　移動式クレーン（つり上げ荷重約
2.9トン）を使用して、荷（鉄板10
枚、総重量約0.8トン）を台船上に移
動させようと、荷を吊り上げて、ジブ
を右旋回させたところ、クレーンが右
側に転倒し、玉外しのため台船上にい
た被災者がクレーンジブに激突され
た。
　右側のアウトリガーは全く張り出さ
れていなかった。
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